
 

 

 

 

 

 

第２部 分野別計画       
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計画の全体像 

基本計画が定めるめざすまちの姿「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるまち・港区」

を実現するため、各分野における区政の方向性を政策として示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

分
野
別
計
画

地区版計画書［芝地区・麻布地区・赤坂地区・

分野 基本政策

かがやく
ま ち

街づくり・環境

Ⅰ

にぎわう
ま ち

コミュニティ・産業

Ⅱ

はぐくむ
ま ち

福祉・保健・教育

Ⅲ

1
都心の活力と安全・安心・快適
な暮らしを支えるまちをつくる

2
環境にやさしい都心をみなで
考えつくる

3
地域の課題を自ら解決できる
コミュニティをつくる

4
港区からブランド性ある
産業・文化を発信する

5
明日の港区を支える
子どもたちを育む

6
生涯を通じた心ゆかたで
健康な都心居住を支援する

誰
も
が
住
み
や
す
く
、
地
域
に
愛
着
と
誇
り
を
持
て
る
ま
ち
・
港
区

実現を
めざして

Ⅳ
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高輪地区・芝浦港南地区］ 別冊

政策

24 先端技術の活用により利便性の高い区民生活を実現する
25 平和や人権、多様な価値観を尊重しながら、透明性が高く開かれた

区政運営を推進する
26 行政資源を効果的・効率的に活用し、先駆的な施策を推進する

１ 多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる
２ 世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する
３ 快適な暮らしを支える交通まちづくりを進める
４ 自助・共助・公助により災害に強い都心づくりを進める
５ 安全で安心して暮らせる都心をつくる

６ 持続可能な循環型の都心づくりを進める
７ 人や生物にやさしい、環境負荷の少ない都心環境をつくる
８ 環境に対する意識を高め、健康で快適に暮らせる生活環境をつくる

９ 参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる
10 豊かな国際性を生かした多文化共生社会をつくる

11 伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する
12 港区の特性を生かした個性ある商業集積の形成を支援する
13 港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する
14 豊かで多様な文化に包まれたまちづくりを進める

15 健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する
16 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する
17 就学前児童ケアサービスを総合的に推進する

18 地域での支え合いと区民の自分らしく自立した地域生活を支援する
19 高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する
20 障害者のゆたかで自立した地域での生活を支援する
21 区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する
22 誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備する
23 区民の多様な学習活動と誇りと愛着ある郷土意識の醸成を支援する
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令和５(2023)年度改定における計画内容の見直し 

みなとタウンフォーラムの提言 

みなとタウンフォーラムは、基本計画の策定・改定の際に、港区に住み、働き、学ぶ方々が主体と

なり、港区の将来を考え、施策の方向性や取組について議論を行い、区長に提言する区民参画組織

です。区は、提言を踏まえて基本計画を見直し、区民意見を最大限反映して計画を改定しました。 

▶提言の概要 
グル

ープ 
テーマ 具体的な取組 

１ 

街

づ

く

り 

良好な居住環境の整

備 

○防災に関する情報の可視化 

○有事への対策の検討 

○まちの美化の推進 

○バランスと調和の取れた住環境の形成 

○情報発信の強化と意思疎通の場づくり 

誰もが住みやすい街

づくり 

〇バリアフリーな環境整備 

○子育てを支える環境整備 

○「心のバリアフリー」の推進 

○情報発信の仕組みづくり 

魅力ある景観・公

園・緑・水辺づくり 

〇自在に移動できる環境整備 

○街並みの保全と魅力ある景観の創出 

○誰もがリラックスし、憩える公園整備 

○古川や運河の水質改善とにぎわい創出 

２ 

防

災

・

生

活

安

全 

区が発信する防災・

減災情報の有効活用

を促す新たな仕組み

作り 

○集合住宅や地域における防災・減災対策に関する取組の支援(自助、共助、公助) 

○区民や企業とのつながりづくり(共助) 

○情報発信・管理の充実・強化(自助、公助) 

災害に関する個人の

意識改革 

○多様な属性やフェーズに応じた個人の意識改革(自助・公助) 

○誰もが参加しやすい防災訓練(自助・共助・公助) 

○平時における効果的な意識啓発 

生活安全(防犯)にお

ける抑止力向上 

○情報発信・情報開示、意識改革 

○人と人とのつながりによる抑止力向上 

○インフラ整備による抑止力向上 

３ 

環

境

・

リ

サ

イ

ク

ル 

ごみ減量・資源循環 
○ごみの減量(リデュース・リユース・リサイクル)に関する人材育成・啓発の推進 

○３Ｒの推進に向けた取組の強化  

環境保全・美化活動

の推進 

○誰もが気軽に環境保全・美化活動に参加できる仕組みの構築 

○環境保全・美化に関する効果的な周知の実施  

緑や水辺の保全・創

出 

○水辺に親しみを持ってもらうための取組の充実 

○まちなかの緑の充実  

４ 

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ 

時代変化に応じた地

域によるつながりの

変革(町会・自治会、

マンション) 

○町会・自治会の情報発信の支援 

○多様な人材をつなぐための支援 

人の縁や共通の目

的・テーマでのつな

がりによる地域の活

性化(ＮＰＯ、ボラン

ティア団体、サーク

ル、サロン) 

○つながる機会の充実 

○地域への愛着の醸成 

〇活動の場所や機会の確保 

５ 

国

際

化

・

文

化 

外国人へのサポート

の充実 

○デジタルを活用した言葉の支援 

○「やさしい日本語」の浸透 

○互いの言語に興味を持てる環境づくり 

○外国人が容易に情報収集できるサービスの提供 

○様々な特性を持った外国人の居場所づくり 

文化芸術に触れる機

会の創出と支援 

○文化芸術を創造し、享受できる機会の創出 

○文化芸術活動家がチャレンジしやすい環境の整備 

○文化芸術活動家や区民等に確実に届く情報発信の工夫 
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グル

ープ 
テーマ 具体的な取組 

６ 

産

業

・

観

光 

産業の創生・再生・

発展 

○スタートアップや中小企業(第二創業)が活躍できる環境整備 

○さまざまな産業・ビジネスのマッチングや交流の促進 

○産業振興、スタートアップ支援の強みやテーマを示す 

都市観光の充実 

○地元のお店・商店街や地域住民・在勤者と外国人観光客との交流の場・機会の創出・整備 

○多様な観光ニーズへの対応 

○港区独自の観光資源の創出と育成 

シティプロモーショ

ン 

○外部との連携や情報拡散を意識したプロモーション 

○効果的なシティプロモーションの実施 

○ナイトライフ等に対する区の姿勢を明示 

７ 

子

育

て

・

教

育 

学校教育の充実 

○命の大切さを再認識し、道徳教育・倫理教育を高め、コミュニケーション力を向上させる

ことのできる教育を充実させる。 

○子どもに影響を与える周囲の大人に対し、子どもへの理解を深めるための学びの機会を充

実させる。 

○生きる力を育み、高め、一人ひとりの個性を尊重し伸ばす能力開発を推進する。 

保育・子育て支援サ

ービスの充実 

○安心して子育てできる港区ならではの支援や、助成に関する情報発信を強化する。 

○区内の保育園・幼稚園の保育の質の向上のため、園の取組を共有していく。 

○保育に集中できる環境にするために、ＩＴなどを活用した業務の効率化を進め、保育士や

保護者の負担軽減を図る。 

子どもの健全な育成

支援 

○子どもの主体性を理解・尊重するように、大人が柔軟に対応する。 

○いじめ・ひきこもりへの理解を深め、子どもの社会性を育み、支援が必要な家庭へのケア

や地域での見守りを推進する。 

○民間施設の活用や地域と連携を推進し、子どもの健康的で安全な居場所をつくる。 

８ 

生

涯

学

習

・

ス

ポ

ー

ツ 

生涯学習で学んだこ

とを生かす場とニー

ズにあった学びの充

実 

○いつでも気軽に生涯学習施設を活用できるよう周知し、区民の参加をサポートしていく 

○区民が学んだことを生かす場と交流の充実を図る 

○国際色豊かで多様な区民のニーズにあった、生涯学習で取り組みたい学びを拡充していく 

スポーツに親しみ多

様な人々と交流する

機会の充実 

○誰もが気軽に参加したいときに自分に合ったスポーツに親しむ環境やきっかけをつくり、

健康増進につなげる 

○文化の違いや国籍、年齢、障害の有無に関わらずスポーツを通じて多様な人の交流機会を

創出する 

○既にある港区のスポーツ活動をより多くの人に知ってもらうための仕掛けをつくる 

利用者の多様なニー

ズに応じた図書館サ

ービスの拡充 

○利用者の多様なニーズに応え、効率よく本を借りられる仕組みをつくる 

○本の貸出しだけでなく、学びの場や情報の発信拠点として図書館サービスを拡充する 

○電子書籍で取り扱うタイトルを拡充し、サービスの認知度の向上を図る 

○子どもから高齢者・障害者など多様な人々に「読書」に慣れ親しんでもらうきっかけをつ

くる 

９ 

福

祉

・

保

健 

高齢・介護 

○必要な人に必要な支援や情報を届ける。 

○高齢者に配慮したＤＸを推進する。 

○いつでも集まることのできる居場所づくりや人とのつながりづくりを促進する。 

○介護人材を確保しながら、介護施設やサービスの充実を図る。 

障害者支援 

○日中の障害者・障害児の居場所の確保 

○障害者への多様な就労支援 

○障害者への理解促進 

健康づくり 

○病気にならないための予防と病気になってからのケア双方の取組を強化する。 

○心の健康を保つことで、すべての健康につなげる。 

○医療情報におけるＤＸの取組を推進する。 

○地域全体で健康意識を高める。 

【３テーマ共通】 

○行政からの一方的な情報発信ではなく、区民が必要な情報を得られるように、広報やＨ

Ｐ、ＳＮＳ等の媒体を戦略的に活用する。 

○区民自身がサービスの対象者かを簡単に分かる窓口やシステムを整える。対象者が必要な

情報を得られるようにＤＸや紙媒体を通じた情報発信を行う。 

○家族に介護が必要な高齢者や障害者、がん患者等がいても、介護をする人(ケアラー)が休

職や退職することなく仕事を継続できるように、在宅勤務やオンライン会議をはじめ、働

き方の選択肢を広げるために、国や東京都とも連携して仕組みづくりを推進する。 

○入所施設や病院以外にも、介護や療養が必要な人の居場所の確保や拡充を進める。 

  
みなとタウンフォーラム 
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計画前期３か年の評価と今後の方向性(政策評価) 

基本計画の改定に向けて、令和５(2023)年４月から７月にかけて政策評価を実施し、計画期間の

前期３年(令和３(2021)～令和５(2023)年度)における政策の達成度を評価するとともに、重点的・

優先的に取り組むべき施策の方向性を確認しました。政策評価の結果を踏まえ、基本計画の改定に

当たっては、取組の内容や目標値である成果指標の見直しを行いました。 

▶評価結果 

(政策目的を Ａ：十分に達成できる Ｂ：おおむね達成できる Ｃ：達成するために改善が必要) 

分野 基本政策 No. 政策名 評価結果 

か
が
や
く
ま
ち 

(

街
づ
く
り
・
環
境)

 

１ 

都心の活力と

安全・安心・

快適な暮らし

を支えるまち

をつくる 

１ 多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる Ｂ 

２ 世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する Ｃ 

３ 快適な暮らしを支える交通まちづくりを進める Ｂ 

４ 自助・共助・公助により災害に強い都心づくりを進める Ｃ 

５ 安全で安心して暮らせる都心をつくる Ｂ 

２ 

環境にやさし

い都心をみな

で考えつくる 

６ 持続可能な循環型の都心づくりを進める Ｃ 

７ 人や生物にやさしい、環境負荷の少ない都心環境をつくる Ｂ 

８ 
環境に対する意識を高め、健康で快適に暮らせる生活環境をつく

る 
Ｃ 

に
ぎ
わ
う
ま
ち 

(

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
産
業)

 

３ 

地域の課題を

自ら解決でき

るコミュニテ

ィをつくる 

９ 参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる Ｂ 

10 豊かな国際性を生かした多文化共生社会をつくる Ａ 

４ 

港区からブラ

ンド性ある産

業・文化を発

信する 

11 伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する Ｂ 

12 港区の特性を生かした個性ある商業集積の形成を支援する Ｂ 

13 港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する Ｂ 

14 豊かで多様な文化に包まれたまちづくりを進める Ｂ 

は
ぐ
く
む
ま
ち 

(
福
祉
・
保
健
・
教
育) 

５ 

明日の港区を

支える子ども

たちを育む 

15 健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する Ｃ 

16 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する Ｂ 

17 就学前児童ケアサービスを総合的に推進する Ａ 

６ 

生涯を通じた

心ゆたかで健

康な都心居住

を支援する 

18 
地域での支え合いと区民の自分らしく自立した地域生活を支援す

る 
Ｂ 

19 高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する Ａ 

20 障害者のゆたかで自立した地域での生活を支援する Ｂ 

21 区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する Ｂ 

22 
誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備す

る 
Ａ 

23 
区民の多様な学習活動と誇りと愛着ある郷土意識の醸成を支援す

る 
Ａ 

実
現
を
め

ざ
し
て ― 

24 先端技術の活用により利便性の高い区民生活を実現する Ｂ 

25 
平和や人権、多様な価値観を尊重しながら、透明性が高く開かれ

た区政運営を推進する 
Ｂ 

26 行政資源を効果的・効率的に活用し、先駆的な施策を推進する Ｃ 

 

 

 

政策評価結果 
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▶今後の方向性 

No. 政策名 今後の方向性 

１ 

多様な人びとがともに

支え合う魅力的な都心

生活の舞台をつくる 

○令和５年度のマンション管理計画認定制度運用開始により、適正なマンション管理の新

たな段階に入ることから、マンション施策の推進に当たっては、マンションが多い港区

の特性を踏まえ、マンション管理アドバイザーの派遣やプッシュ型の取組にも注力して

いく必要があります。 

○成果指標「中堅所得者向け住宅の転用による住宅セーフティーネットの構築の満足度」

は、取組の結果が必ずしも満足度の向上につながらないため、指標の見直しを検討する

必要があります。 

○「港区景観条例」に基づく事前協議の件数については、新たな課題としてデジタルサイ

ネージ対策も含めて検討していく必要があります。 

２ 

世界に開かれた先駆的

で活力あるまちの基盤

を整備する 

○道路や橋りょう等の整備に当たっては、物価高騰や建設業の担い手不足などの影響を受

けつつも、早期発注で対応するなど、遅れることがないように取組を進める必要があり

ます。 

○市街地再開発事業等については、区と関係機関、事業者の役割を明確にした上で、区が

主体的に実施すべき取組を着実に進めていく必要があります。 

○公園整備については、早い段階から区民に参画を求めることで、施策の効果を高めてい

く必要があります。 

○公衆便所の整備に当たっては、いわゆる「ＬＧＢＴ理解増進法」の施行を踏まえ、利用

者に配慮した整備を進めていく必要があります。 

３ 

快適な暮らしを支える

交通まちづくりを進め

る 

○シェアリングポート数が予定より増加していない原因を分析し、設置を拡大していくこ

とで、自転車シェアリングの更なる利用を推進する必要があります。 

○コミュニティバスについては、他の交通機関との役割を整理し、利用を想定する対象者

を明確にした上で、地域交通としての機能を高めていく必要があります。 

○電動キックボードなど新たな交通問題に対応するとともに、タクシー関与の交通事故件

数が多いことなど港区の特性を踏まえた交通安全対策に取り組んでいく必要がありま

す。 

４ 

自助・共助・公助によ

り災害に強い都心づく

りを進める 

〇共同住宅での共助組織づくりは防災アドバイザー派遣・資器材支援に加えて、分譲マン

ションの規模等に応じ、新たなインセンティブを検討するなど、結成を更に誘導してい

く必要があります。 

〇風水害対策の評価の視点について検討する必要があります。 

〇首都直下地震の都の被害想定が見直されたことから、一時滞在施設確保や訓練実施な

ど、自助・共助・公助のうち脆弱な面を強化する課題認識と取組が必要です。 

〇所管部門の自己評価では、インフラの復旧復興など政策目的を超えて記載するのではな

く、政策の範囲内でのみ評価する必要があります。 

５ 
安全で安心して暮らせ

る都心をつくる 

〇危機対応訓練は、参加職員の人数や職種等も考慮して評価していく必要があります。 

〇新たな感染症対策として危機管理部門と保健所などとの連携を計画上明らかにしていく

必要があります。 

〇商業活動の回復に合わせて、パトロール活動など区民目線でのまちの安全安心の確保が

重要となります。 

〇刑法犯認知件数が減少したことなどは新型コロナウイルスによる外部要因の影響もあ

り、区としての取組の達成度とは切り離して評価していく必要があります。 

６ 
持続可能な循環型の都

心づくりを進める 

〇人口が増加傾向にあることで排出されるごみの総量は増えることから、区民一人当たり

のごみ量を施策の指標とし、進捗管理する必要があります。 

〇分別意識向上に向けた啓発の検討・強化が必要です。 

〇観光客の回復で懸念される民泊施設からのごみ排出・回収については、ごみ出しマナー

の徹底などの周知が必要です。 

〇蓄電池等の回収について、火災等の恐れがあることから、行政としても廃棄方法の更な

る周知が必要です。 

７ 

人や生物にやさしい、

環境負荷の少ない都心

環境をつくる 

〇二酸化炭素排出量の削減だけではなく、より幅広い環境負荷軽減の視点が必要です。 

〇関係機関や事業者と連携した緑化の推進、生物多様性保全の取組が求められます。 

８ 

環境に対する意識を高

め、健康で快適に暮ら

せる生活環境をつくる 

〇環境意識の向上については、ナッジによる行動変容やＳＮＳ活用など新たな取組を検討

する必要があります。 

〇子どもや事業者などの環境学習に関する様々なニーズを捉え、他の自治体との更なる連

携等、社会資源を活用した取組を検討する必要があります。 

９ 

参画と協働により地域

を支える多様なコミュ

ニティをつくる 

〇ＮＰＯ活動助成制度の現状の課題を分析し、制度設計を見直すことで、社会的な課題の

解決や区民福祉の向上に向けたＮＰＯ等の活動を積極的に支援する必要があります。 

〇地域の実情を把握し、町会・自治会の負担軽減につながるデジタル化支援を行う必要が

あります。 

10 

豊かな国際性を生かし

た多文化共生社会をつ

くる 

〇政策全体として、成果指標を増やすことが適正な評価につながります。 

〇民間企業との更なる連携について検討が必要です。 

〇日本語学習が日常生活にどの程度役立ち、効果があったかなど、フォローアップ調査を

することが必要です。 

〇地域コミュニティ事業や、マンション管理組合の合意形成の場などに対して通訳を派遣

することを期待します。 
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No. 政策名 今後の方向性 

11 

伝統と最先端技術が融

合した区内産業を支援

する 

〇教育機関との連携についてはセミナー等に限らず、協働的な取組や、大学発スタートア

ップなどの新たな連携の形を検討する必要があります。 

〇事業承継が危ぶまれる企業等を認識し、人・企業とのマッチングに取り組むなど、地場

産業を途絶えさせないための支援が必要です。 

〇スタートアップ事業者に対しては、セミナーや相談だけではなく、ビジネス化するまで

の伴走型での支援が望まれます。 

12 

港区の特性を生かした

個性ある商業集積の形

成を支援する 

〇インターネットショッピングが普及していく中で、「区民の買い物は地元で」というよ

うな区内消費の意識啓発も重要です。 

〇商店の人材不足や高齢化への対応について、新たな担い手をどう掘り起こしていくか、

マッチングの検討が重要です。 

〇商店街は全国的に共通の課題を持っており、その中で成功事例などを積極的に取り入れ

るような取組も必要です。 

〇現行制度の活用だけではなく、必要な取組について区が国や東京都に積極的に要請して

いくことも重要です。 

13 

港区ならではの魅力を

生かした都市観光を展

開する 

〇オーバーツーリズムについても所管部門として高い意識を持って状況把握していく必要

があります。 

〇観光振興と産業振興は密接な関係にあり、相乗効果が図られるよう取組を進める必要が

あります。 

〇港区観光協会との更なる連携により、観光施策の充実に努める必要があります。 

〇日本人観光客の満足度は７割、外国人観光客の満足度は９割と高い数値となっています

が、この結果を更に分析し、より効果的な政策立案につなげることが必要です。 

14 

豊かで多様な文化に包

まれたまちづくりを進

める 

〇区内にはマスコミ、メディア関連の企業が多くあり、こうした企業との更なる連携につ

いて検討する必要があります。 

〇直接鑑賞に限らず、デジタル技術や様々な視聴・参加媒体を活用し、新たな鑑賞・参

加・創造の機会を提供することも求められます。 

〇政策全体として団体への支援が前面に出ていますが、個人への支援も視野に入れる必要

があります。 

15 

健やかな子どもの「育

ち」を支える環境を整

備する 

〇放課後児童支援員を確保するため、東京都が実施している認定資格研修のオンライン講

習の開催を要望することなどを含め、希望者が受講しやすい環境整備に積極的に取り組

んでいくことが必要です。 

〇学童クラブの質の向上や子育てを支援するネットワークの整備については、成果指標を

工夫し、適切に評価できるようにする必要があります。 

〇子ども食堂については、そこに到達できない子どもや家庭へのアウトリーチの取組が望

まれます。 

〇面会交流コーディネート事業については、面会の「場所」の提供があることが望ましい

です。 

〇こども基本法の施行を踏まえ、子どもの意見を聞くことができる仕組みづくりが必要で

す。 

〇政策の方向性としては、子ども家庭総合支援センターを中心に置いた施策構築をするこ

とが重要です。 

16 

子どもの個性、地域の

特性を生かす学校教育

を実施する 

〇地域と協働した教育活動の推進については、対面の実施だけではなくＩＣＴを活用する

など、広い視野をもって取り組んでいくことが必要です。 

〇新型コロナウイルス感染症は５類感染症へ移行されたものの、新たな感染症等の発生に

備えて対応力を向上させる必要があります。 

〇スクールソーシャルワーカーや派遣されているネイティブティーチャーなどの専門職人

材の配置に当たっては、短期間での担当者の交替などにより児童・生徒に負担がかから

ないよう配慮する必要があります。 

〇地域住民や団体だけでなく、企業との連携を通じて学びの推進を実践しており、引き続

き、取組を進めることが重要です。 

17 
就学前児童ケアサービ

スを総合的に推進する 

〇子育て支援サービスのＩＣＴ化については、申請手続のＩＣＴ化に加えて、支援サービ

スそのもののＩＣＴ化を検討する必要があります。 

〇子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、子ども家庭支援部と教育委員会事務局が連携

し、保育及び幼稚園の教育の質の向上、保育士や幼稚園教諭のレベルアップなどに一層

取り組む必要があります。 

18 

地域での支え合いと区

民の自分らしく自立し

た地域生活を支援する 

〇バリアフリーマップについては、オープンデータ化を検討するなど、その活用の幅を広

げるための検討が必要です。 

〇「家庭環境等に問題を抱える子どもたちの未来応援」については、成人後を見据えた支

援のあり方を検討するとともに、教育や子育て分野と連携した取組を行っていく必要が

あります。 

〇区内の生活困窮世帯の実態を捉えながら、今後は、生活保護受給者割合の成果指標と併

せて、自立支援の取組の成果指標設定などを検討する必要があります。 

〇重層的支援体制整備事業の構築の中で、港区社会福祉協議会等との更なる連携が必要で

す。 
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No. 政策名 今後の方向性 

19 

高齢者のいきいきと充

実した地域での生活を

支援する 

〇認知症サポーターは在勤者の割合が多くなっているため、在住者に向けた啓発を積極的

に行う必要があります。 

〇在宅高齢者への支援としては、福祉政策と住宅政策の双方の視点から、賃貸住宅への入

居支援のみならず、分譲マンションの建て替え時の支援なども視野に入れて検討する必

要があります。 

20 

障害者のゆたかで自立

した地域での生活を支

援する 

〇心のバリアフリーについては、より現実的な目標設定が必要です。 

〇障害者の就労支援については、様々な支援策がある中で、区が直接的に実施できること

を計画の前面に出していくとともに、事業者への障害者雇用の促進等についても検討す

る必要があります。 

21 

区民が健やかで安全に

暮らすことができるよ

う支援する 

〇がんの早期発見から緩和ケアまで、総合的に実施している区の取組を分かりやすく基本

計画に記載する必要があります。 

〇児童相談所設置市となり業務の幅が広がったことから、子どもの健康に関する区の役割

はより大きくなっています。 

〇新型コロナウイルス感染症を経験したことは大きな変化であり、新たな感染症への対応

に向けた区の役割を明確にし、国や東京都に必要な要請を行い、万全な体制を構築して

いくことが重要です。 

22 

誰もがスポーツを楽し

むことができる 

機会の確保と環境を整

備する 

〇普段スポーツをしていない人がスポーツを楽しむようになるという点を意識して施策を

展開する必要があり、この点について進捗状況を把握することが望まれます。 

〇「スポーツ活動を支援する担い手の育成と団体等との連携」については、港区スポーツ

ふれあい文化健康財団や港区体育協会との更なる連携に加え、障害者スポーツの団体と

の連携などにより、障害者スポーツの普及を促進していくことも重要です。 

23 

区民の多様な学習活動

と誇りと愛着ある郷土

意識の醸成を支援する 

〇中央教育審議会生涯学習分科会の議論を踏まえた、地域コミュニティの基盤を安定させ

る「学び」を将来に渡り実現できるような環境づくりが望まれます。 

〇文化財について、収蔵のあり方を検討した上で、デジタル化や企画展の実施等、収蔵品

の積極的な公開が望まれます。 

24 

先端技術の活用により

利便性の高い区民生活

を実現する 

〇区役所の手続のうちオンライン化されているものは 20％であり、さらに拡大する必要

があります。 

〇キャッシュレス決済については、窓口での支払に限らず、オンラインでの支払が区民に

とって利便性が高いため、オンライン決済も推進していく必要があります。 

〇区政のデジタル化に当たっては、外部人材の活用や職員の育成など、情報化・ＤＸ化を

支える人材の確保が必要です。 

〇オープンデータの更なる充実を図るため、ニーズや実情を捉えた運用を行っていく必要

があります。 

25 

平和や人権、多様な価

値観を尊重しながら、

透明性が高く開かれた

区政運営を推進する 

〇子どもを対象とした人権意識の向上の取組については、小学校低学年など早い段階での

実施が望まれます。 

〇オープンデータや情報公開請求については、透明性が高く開かれた区政の観点からの施

策を展開するとともに、その点を踏まえた成果指標を設定していく必要があります。 

〇人権についてはあらゆる分野に通底するため、他の政策との連携も重視していく必要が

あります。 

26 

行政資源を効果的・効

率的に活用し、先駆的

な施策を推進する 

〇区民の区職員に対する評価については、アンケートの手法を工夫することに加え、区職

員が積極的に区民と接する機会を設けていくことが重要です。 

〇定年の引き上げにより、ベテラン職員の職務経験を活かせる仕組みづくりが重要です。 

〇区有施設の予防保全型管理による計画的な改修等の実施は、施設の安全確保と財政負担

の平準化に寄与することから、引き続き、取組を進めることが重要です。 

〇民間の力の活用について、「パートナー」としての指定管理者とより連携、協働してい

くことが必要です。 
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改定における変更点(施策と取組の体系) 

改定に当たっては、みなとタウンフォーラムの提言や政策評価の結果、社会動向、区民ニーズ等

を踏まえ、大胆に計画内容の見直しを行いました。改定における施策と取組の変更点は次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① まちの将来像の実現

② 参画と協働によるまちづくりの推進

③ 事業者の環境への配慮とまちづくりへの貢献

④ 地域特性を生かした魅力のある街並み景観の形成

⑤ 快適な都心居住の実現

⑥ 誰にでもやさしいバリアフリーのまちづくり

① 安全で安心に移動できる道路の整備

② 都心機能を支え人にやさしい公園の整備

③ 安全で快適に利用できる公共施設の整備

④ 市街地再開発事業等諸制度の活用と支援

① 駅周辺の交通機能の充実

② 駐車施設の確保・整備

③ 交通まちづくりの推進

④ 交通安全の確保

① 地震などの自然災害の防災対策の充実

② 災害に強い体制の強化

③ 災害に強いまちづくり

④ 地域の防災力の向上

① 危機管理体制の強化

② 建築物の安全性の確保

③ 安全で安心できるまちづくりの推進

④ 消費者支援と消費者被害の防止

① 区民の参画と協働による３Ｒの推進

② 事業系廃棄物の発生抑制と資源循環の促進

③ 安全・安心・効率的な廃棄物処理の実践

① 水環境の保全・向上と親水化

② みどりの保全・創出と生物多様性の保全・再生

③ 地球温暖化対策の推進

④ ヒートアイランド対策の推進

① 環境美化活動の推進

② 健康で安全な生活環境の確保

③ 環境教育・環境保全活動の推進

分野 基本政策 政策

施策

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）   ⇒

か
が
や
く
ま
ち

（

街
づ
く
り
・
環
境
）

都心の活力と安全・安心・快適な暮らし
を支えるまちをつくる

１　多様な人びとがともに支え合う魅力的
な都心生活の舞台をつくる

  =変更⇒

２　世界に開かれた先駆的で活力あるまち
の基盤を整備する

  =変更⇒

３　快適な暮らしを支える交通まちづくり
を進める

４　自助・共助・公助により災害に強い都
心づくりを進める

５　安全で安心して暮らせる都心をつくる

８　環境に対する意識を高め健康で快適に
暮らせる生活環境をつくる

環境にやさしい都心をみなで考えつくる

６　持続可能な循環型の都心づくりを進め
る

７　人や生物にやさしい環境負荷の少ない
都心環境をつくる

  =変更⇒

  =変更⇒
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施策

① まちの将来像の実現

② 地域主体のまちづくりの推進 新規 提言反映

③ 事業者の環境への配慮とまちづくりへの貢献

④ 地域特性を生かした魅力のある街並み景観の形成 拡充 提言反映

⑤ 快適な都心居住の実現

⑥ 誰にでもやさしいバリアフリーのまちづくり 新規 提言反映 新規 提言反映

① 安全で安心に移動できる道路の整備 拡充 提言反映 拡充 提言反映 新規 提言反映

②
都心機能を支え、人にやさしくにぎわいのある公園の整
備

拡充 提言反映 拡充 提言反映

③ 安全で快適に利用できる公共施設の整備 拡充 提言反映

④ 市街地再開発事業等諸制度の活用と支援

① 駅周辺の交通機能の充実

② 駐車施設の確保・整備

③ 交通まちづくりの推進 拡充 提言反映

④ 交通安全の確保

① 地震などの自然災害の防災対策の充実 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映

② 災害に強い体制の強化 拡充 提言反映

③ 災害に強いまちづくり

④ 地域の防災力の向上 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映

① 危機管理体制の強化

② 建築物の安全性の確保

③ 安全で安心できるまちづくりの推進

④ 消費者支援と消費者被害の防止

① 区民の参画と協働による３Ｒの推進

② 事業系廃棄物の発生抑制と資源循環の促進

③ 安全・安心・効率的な廃棄物処理の実践 拡充 提言反映

① 水環境の保全・向上と親水化

② みどりの保全・創出と生物多様性の保全・再生

③ 2050年ゼロカーボンシティ達成に向けた脱炭素化の推進

④ 気候変動に適応したまちづくりの推進

① 環境美化活動の推進

② 健康で安全な生活環境の確保

③ 環境教育・環境保全活動の推進

主な取組

取組　 取組　 取組　 取組　 取組　 取組　 取組　 取組　

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）
令和５年度改定版
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-

提言反映
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-

-
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-
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-

-

-
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-
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-
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１ ２ ３ ４ ６ ７ ８５
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① コミュニティ活動に取り組む多様な主体への支援

② コミュニティ活動を担う人材と組織への支援

③ 様々な媒体を活用した地域活動情報の共有によるコミュニティの活性化

④ コミュニティ活動の場の提供

⑤ コミュニティ活動の機会の充実

① 外国人の安全・安心の確保に向けた多言語による効果的な情報発信

② 日本語学習をきっかけとした外国人と日本人の相互理解の促進

③ 多様な主体との連携強化による外国人の地域参画の推進

① 産学官が連携して地域社会の発展に資する効果的な産業の創出

② 経営基盤強化に向けた総合的な支援

③ 地域に根付いた地場産業やコミュニティ・ビジネスの支援

④ 高度なノウハウを有する人材の育成と働き続けられる環境づくり

① 魅力あふれる商店街の支援

② 商店会の組織力の向上

③ 将来にわたり持続可能な店舗づくり

① 国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進

② 観光客の視点に立った効果的な情報発信

③ 安全・安心で快適な都市観光を満喫できる環境づくり

① 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実

② 多様な主体間の協働による文化芸術振興

③ 文化芸術振興施策の推進に向けた基盤整備

① 子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進

② 子どもの権利擁護を重視した環境づくり

③ 支援が必要な子どもと家庭を確実に支える

④ 子ども・子育て支援に関するネットワークづくりの推進

⑤ 子どもの未来を応援する施策の推進

① 「徳」「知」「体」の育成

② 特別支援教育の推進

③ 幼・小中一貫教育の推進

④ 国際人育成の推進

⑤ 安全・安心で魅力ある教育環境の整備

⑥ 地域社会で支え合う学びの推進

① 保育園待機児童ゼロの継続

② 保育園における保育の質の向上

③ 子育て支援サービスの充実

④ 小学校入学前教育の充実

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）   ⇒

10　豊かな国際性を生かした多文化共生社
会をつくる   =変更⇒

  =変更⇒

  =変更⇒

に
ぎ
わ
う
ま
ち

（

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

・
産
業
）

９　参画と協働により地域を支える多様な
コミュニティをつくる

13　港区ならではの魅力を生かした都市観
光を展開する

14　豊かで多様な文化に包まれたまちづく
りを進める   =変更⇒

11　伝統と最先端技術が融合した区内産業
を支援する   =変更⇒

  =変更⇒

  =変更⇒

12　港区の特性を生かした個性ある商業集
積の形成を支援する

は
ぐ
く
む
ま
ち

（

福
祉
・
保
健
・
教
育
）

15　健やかな子どもの「育ち」を支える環
境を整備する

16　子どもの個性地域の特性を生かす学校
教育を実施する

17　就学前児童ケアサービスを総合的に推
進する   =変更⇒

  =変更⇒

分野 基本政策 政策

施策

68



 

  施策

① コミュニティ活動に取り組む多様な主体への支援

② コミュニティ活動を担う人材と組織への支援

③
様々な媒体を活用した地域活動情報の共有によるコミュ
ニティの活性化

④ コミュニティ活動の場の提供

⑤ コミュニティ活動の機会の充実

①
外国人の安全・安心の拡充に向けた多言語による情報発
信

②
日本語学習や文化交流をきっかけとした外国人の地域参
画の推進

拡充 提言反映

③ 多様な主体との連携による国際力の強化

①
産学官の連携を地域社会の発展につなげる効果的な産業
の創出

拡充 提言反映 拡充 提言反映 新規 提言反映

② 経営基盤強化に向けた総合的な支援

③ 地域に根付いた地場産業やソーシャルビジネスの支援

④
高度なノウハウを有する人材の確保・育成と働き続けら
れる環境づくり

① 魅力あふれる商店街の支援

② 商店会の組織力の向上

③ 将来にわたり持続可能な店舗づくり

① 国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進

② 観光客の視点に立った効果的な情報発信

③ 安全・安心で快適な都市観光を満喫できる環境づくり 拡充 提言反映 拡充 提言反映

①
子どもから若者、子育て世代、高齢者まで、年齢・障害の有無・国籍等
にかかわらず誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実

拡充 提言反映

② 多様な主体間の協働による文化芸術振興

③ 文化芸術振興施策の推進に向けた基盤整備 新規 提言反映

① 子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進 拡充 提言反映

② 子どもの権利擁護を重視した環境づくり

③ 支援が必要な子どもと家庭を確実に支える 拡充 提言反映

④ 子ども・子育て支援に関するネットワークづくりの推進

⑤ 子どもの未来を応援する施策の推進 拡充 提言反映

① 「徳」「知」「体」の育成 拡充 提言反映

② 特別支援教育の推進

③ 幼・小中一貫教育の推進

④ 国際人育成の推進

⑤ 安全・安心で魅力ある教育環境の整備

⑥ 地域社会で支え合う学びの推進

① 多様なニーズにあわせた保育サービスの拡充

② 保育施設における保育の質の向上 拡充 提言反映 拡充 提言反映

③ 子育て支援サービスの充実

④ 小学校入学前教育の充実 新規 提言反映

主な取組

- - 提言反映

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）
令和５年度改定版
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取組　 取組　１ ２ ３ ４ ６ ７ ８５
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① 港区ならではの地域包括ケアの推進

② 港区の地域福祉を支える活動の支援

③ 成年後見制度の理解と利用の促進

④ 低所得者の生活の支援及び自立施策の充実

① 心豊かで健康な生活への支援

② 認知症と共生する地域づくり

③ 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実

④ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

① 障害者が安心して暮らせる環境の整備

② 障害者の生活を支えるサービスの充実

③ 特別な配慮の必要な子どもへの支援

④ 障害特性に応じて就労できる仕組みづくり

① 感染症対策の強化・推進

② 安心できる地域保健・地域医療体制の推進

③ 子どもの健康を守る体制をつくる

④ 健康づくりの積極的支援

⑤ がん対策の強化・推進

⑥ 快適で安心できる生活環境の確保

① 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の推進

② スポーツ活動を支援する担い手の育成と団体等との連携

③ スポーツを楽しむ場の確保と利用促進

① 生涯学習施設の機能の充実

② 学習機会及び学びの成果を生かす機会の充実

③ 図書館サービスの推進

④ 自然・歴史文化資源の保全・継承・活用の推進

⑤ 区民が誇りに思える郷土意識の醸成

① いつでもどこでも行政サービスを享受できる環境の実現

② 便利な区民生活を実現する情報化の推進

③ 多様な暮らしを支える区政情報の発信

① 平和を尊重する文化を世界に発信

② 人権を尊重する社会の実現

③ 性別等にとらわれず自分らしく生きる男女平等参画社会の実現

④ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現

⑤ 区民意見の区政への反映

⑥ 区民から信頼される透明性が高く開かれた区政の推進

① 効果的・効率的な行政経営の推進

② 基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立

③ 未来を切り拓く人材の育成と誰もが活躍する執行体制の整備

④ 区有地・区有施設の総合的な管理運営の推進

⑤ 民間の力を活用した施策の推進

⑥ 全国各地域とともに成長・発展することによる共存・共栄の推進

は
ぐ
く
む
ま
ち

（

福
祉
・
保
健
・
教
育
）

18　地域での支え合いと区民の自分らしく
自立した地域生活を支援する

  =変更⇒

  =変更⇒

19　高齢者のいきいきと充実した地域での
生活を支援する

20　障害者のゆたかで自立した地域での生
活を支援する   =変更⇒

  =変更⇒

21　区民が健やかで安全に暮らすことがで
きるよう支援する

  =変更⇒

  =変更⇒

26　行政資源を効果的・効率的に活用し先
駆的な施策を推進する

実
現
を
め
ざ
し
て

24　先端技術の活用により利便性の高い区
民生活を実現する   =変更⇒

25　平和や人権、多様な価値観を尊重しな
がら、透明性が高く開かれた区政運営を推
進する

  =変更⇒

22　誰もがスポーツを楽しむことができる
機会の確保と環境を整備する

23　区民の多様な学習活動と誇りと愛着あ
る郷土意識の醸成を支援する

分野 基本政策 政策

施策

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）   ⇒
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施策

① 港区ならではの地域包括ケアの推進 新規 提言反映

② 安心して暮らし続けるための地域福祉活動の推進

③ 成年後見制度の理解と利用の促進

④ 低所得者等の生活の支援及び自立施策の充実

① 心豊かで健康な生活への支援 拡充 提言反映 拡充 提言反映 拡充 提言反映

② 認知症と共生する地域づくり

③ 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 拡充 提言反映 拡充 提言反映

④ 誰もが安心して暮らせる地域づくり 拡充 提言反映

① 障害者が安全に安心して暮らせる環境の整備 拡充 提言反映

②
障害者と家族が地域で暮らし続けるためのサービスの充
実

拡充 提言反映 新規 提言反映

③ 特別な配慮の必要な子どもへの支援 拡充 提言反映 新規 提言反映

④ 障害特性に応じて就労できる仕組みづくり

① 感染症対策の強化・推進

② 安心できる地域保健・地域医療体制の推進 拡充 提言反映

③ 子どもの健康を守る体制をつくる

④ 全世代にわたる健康増進と食育の推進

⑤ こころの健康づくり、自殺対策の推進 拡充 提言反映

⑥ 快適で安心できる生活環境の確保

① 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の推進

② スポーツ活動を支援する担い手の育成と団体等との連携

③ スポーツを楽しむ場の確保と利用促進

① 生涯学習施設の機能の充実

② 学習機会及び学びの成果を生かす機会の充実

③ 図書館サービスの推進

④ 自然・歴史文化資源の保全・継承・活用の推進

⑤ 区民が誇りに思える郷土意識の醸成

① 質の高い行政サービスを享受できる環境の整備

② 便利な区民生活を実現する情報化の推進

③ 多様な暮らしを支える区政情報の発信 新規 提言反映 新規 提言反映

① 平和を尊重する文化を未来に継承

② 人権を尊重する社会の実現

③
性別等にとらわれず自分らしく生きる男女平等参画社会
の実現

④ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現

⑤ 区民意見の区政への反映

⑥ 区民から信頼される透明性が高く開かれた区政の推進

① 効果的・効率的な行政経営の推進

② 基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立

③
未来を切り拓く人材の育成と誰もが活躍する執行体制の
整備

④ 区有地・区有施設の総合的な管理運営の推進

⑤ 民間の力を活用した施策の推進 新規

⑥
全国各地域とともに成長・発展することによる共存・共
栄の推進

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）
令和５年度改定版

拡充 拡充 拡充 拡充

拡充

-

提言反映

提言反映

-

-

-

-

-

提言反映

拡充

-

-

-

-

-

拡充

-

拡充

拡充

-

-

拡充

-

拡充

拡充

提言反映

-

拡充

提言反映

-

提言反映

提言反映

-

拡充

拡充

提言反映

提言反映

拡充

提言反映

-

-

提言反映

拡充

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

拡充

-

拡充

拡充

-

-

-

-

-

-

提言反映

-

-

-

新規

-

-

拡充

-

-

-

-

拡充

拡充

-

-

-

-

提言反映

-

-

-

-

拡充

-

-

新規

提言反映

拡充

-

拡充

-

-

-

-

拡充

-

-

-

-

-

提言反映

新規

-

拡充

拡充

拡充

-

拡充

-

提言反映

拡充

-

-

-

-

新規

-

提言反映

新規

新規

-

-

提言反映

提言反映

新規

取組　

主な取組

- - 拡充 拡充

取組　 取組　 取組　 取組　 取組　 取組　 取組　１ ２ ３ ４ ６ ７ ８５
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政策とＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国や地方自治体、企業、教育・研

究機関、ＮＰＯなど、様々な主体により積極的な取組が展開されています。ＳＤＧｓが掲げる目標や

方向性は地域課題の解決に資するものであることから、区は、本計画において政策や施策とＳＤＧｓ

との関連を明らかにし、ＳＤＧｓの達成期限(2030 年)まで 10 年を切っていることを念頭に置き、Ｓ

ＤＧｓを踏まえて区政を推進しています。 

 

ＳＤＧｓとは 

平成 27(2015)年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて

記載された令和 12(2030)年までの国際目標で、持続可能な世界を実現するための 17の目標から

構成されています。 

環境問題や貧困問題など世界が直面する課題の解決に向けて、先進国・発展途上国を問わず全て

の加盟国が目標の達成をめざしています。SDGs は Sustainable Development Goals の略称で

す。 

 

ＳＤＧｓの１７のゴール 
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ＳＤＧｓへの貢献度の見える化(令和５(2023)年度改定時点) 
 

計画の前期３年間におけるＳＤＧｓの各目標への貢献度を見える化するため、政策評価における各

施策の達成度(ａ・ｂ・ｃ)を点数化し、ＳＤＧｓのゴールごとに集計しました。 

その結果を３段階(ａ・ｂ・ｃ)で評価し、概ねａ評価といえるものが５ゴール(③④⑤⑦⑮)、概ね

ｂ評価といえるものが12ゴール(①②⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰)となり、ｃ評価のゴールはありませんで

した。 

特に評価が高かったゴールは「７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「15 緑の豊かさを守

ろう」「４ 質の高い教育をみんなに」など、評価が低かったゴールは「13 気候変動に具体的な対策

を」「２ 飢餓をゼロに」「12 つくる責任 つかう責任」などでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

※評価方法 

・各施策には、関連するＳＤＧｓのゴールを位置付けています。 

 (例)施策 1-(1)-① まちの将来像の実現 ⇒ ゴール⑪・⑰ 

     ： 

    施策 1-(4)-① 地震などの自然災害の防災対策の充実 ⇒ ゴール⑤・⑥・⑪・⑬・⑰ 

・政策評価における施策の成果指標の達成度に応じて、各ゴールにａ：３点、ｂ：２点、ｃ：１点を配点します。 

・ＳＤＧｓのゴールごとに、そのゴールに位置付けられた全ての施策の評価点の平均点を計算します。 

・平均点が 2.5 点を超えた場合はａ評価、2.5 点以下で 1.5 点を超えた場合はｂ評価、1.5 点以下の場合はｃ評価とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

評価

a

b

c （該当なし）

SDGsゴール

SDGs

ゴール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0 14 15 16 17

評価 b b a a a b a b b b b b b b a b b

評点 2.19 2.00 2.58 2.60 2.56 2.33 3.00 2.31 2.50 2.47 2.42 2.00 1.96 2.43 2.75 2.20 2.49
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港区基本計画の各政策と関連するＳＤＧｓ 
 
基本計画における政策とＳＤＧｓとの関連を一覧としてまとめました。各政策や施策を着実に推進

していくことで、ＳＤＧｓの達成にも貢献していきます。 

赤坂・青山ＳＤＧｓ月間(ＳＤＧｓにちなんだスタンプラリーなど) 

 

 

 

 

 

１ 多様な人びとがともに支え合
う魅力的な都心生活の舞台を
つくる        

２ 世界に開かれた先駆的で活力
あるまちの基盤を整備する           

３ 快適な暮らしを支える交通ま
ちづくりを進める       

４ 自助・共助・公助により災害
に強い都心づくりを進める        

５ 安全で安心して暮らせる都心
をつくる           

６ 持続可能な循環型の都心づく
りを進める             

７ 人や生物にやさしい、環境負
荷の少ない都心環境をつくる            

８ 環境に対する意識を高め、健
康で快適に暮らせる生活環境
をつくる           

９ 参画と協働により地域を支え
る多様なコミュニティをつく
る    

10 豊かな国際性を生かした多文
化共生社会をつくる       

11 伝統と最先端技術が融合した
区内産業を支援する      

12 港区の特性を生かした個性あ
る商業集積の形成を支援する       

13 港区ならではの魅力を生かし
た都市観光を展開する     
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14 豊かで多様な文化に包まれたまち
づくりを進める       

15 健やかな子どもの「育ち」を支え
る環境を整備する           

16 子どもの個性、地域の特性を生か
す学校教育を実施する        

17 就学前児童ケアサービスを総合的
に推進する       

18 地域での支え合いと区民の自分ら
しく自立した地域生活を支援する         

19 高齢者のいきいきと充実した地域
での生活を支援する        

20 障害者のゆたかで自立した地域で
の生活を支援する       

21 区民が健やかで安全に暮らすこと
ができるよう支援する         

22 誰もがスポーツを楽しむことがで
きる機会の確保と環境を整備する      

23 区民の多様な学習活動と誇りと愛
着ある郷土意識の醸成を支援する     

24 先端技術の活用により利便性の高
い区民生活を実現する      

25 平和や人権、多様な価値観を尊重しなが
ら、透明性が高く開かれた区政運営を推
進する           

26 行政資源を効果的・効率的に活用
し、先駆的な施策を推進する           

 

企業等と連携したＳＤＧｓの推進(みなとダイバーシティフェスティバル) 
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政策・施策ページの見方 

ここからの政策・施策のページは、政策ごとに、「政策のページ(見開き２ページ)」、その政策に

位置付けられる「施策のページ(見開き２ページ)」の順で構成されています。 

政策ページの見方 

 

  

政策体系

政策(1) 

施策①

【主な取組】

１

２

３

４

施策②

【主な取組】

１

２

３

施策③

【主な取組】

１

２

３

４

 

施策④

【主な取組】

１

２

３

４

５

 

施策⑤

【主な取組】

１

２

３

４

５

６

 

施策⑥

【主な取組】

１

２

３

４

５

《基本政策１》 都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる 

政策(1) 多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる  

政策のめざす方向性 
 
世代や居住年数、国籍などの異なる多様な人々が地域で支え合い、いきいきと暮らせるまちづくりを進め

ます。地域自らの発意と合意に基づく地域主体のまちづくりを推進し、大規模開発事業者には良好な居住

環境などに対する地域貢献を促します。歴史的、文化的資源や職住近接のゆとりある生活、集積する都市

機能など区の地域特性を生かした土地利用を誘導するとともに、良好な景観を形成します。区民向け住宅

の供給などによる快適な都心居住や、誰もが安心して暮らせるバリアフリー社会を実現し、魅力的な都心

生活の舞台をつくります。 

改定のポイント 
 
コロナ禍を経てまちににぎわいが戻りつつある現状や地域の魅力を高める様々な活動に対して社会的に関

心が高まっていることを踏まえ、にぎわいの創出をはじめとしたエリアマネジメント活動を促進する取組

を新たに実施し、区民やエリアマネジメント団体など多様な主体によるまちづくりを推進していきます。  

成果指標 
 

成果指標名 

前期の成果 計画目標値 

区分 
当初 中間 中間 最終 

令和元 
(2019)年度 

令和４ 
(2022)年度 

達成 
状況 

令和７ 
(2025)年度 

令和８ 
(2026)年度末 

政策(1) 「多様な人びとがともに支え
合う魅力的な都心生活の舞台をつく
る」について満足している区民の割合
※
 

目標 ― 34.3% 

達成 48.5% 49.4% 
実績 31.8% 45.6% 

※ 令和４(2022)年度時点の実績を踏まえ、計画目標値を上方修正しました。 

ＳＤＧｓのゴールとの関係 

       

港区の現状 
 

区民の定住意向の割合  居住形態は約９割が共同住宅 

区民にこれからも港区に住み続けたいか聞いた

ところ、「ずっと住み続けていたい」が約４割で

最も高く、これに「当分は住んでいたい」を合わ

せた定住意向は約８割となっています。 

 

 港区では、共同住宅に居住している世帯戸数が、平成

12(2000)年度には、61,950 戸でしたが、令和２(2020)年

度には、133,075 戸まで増加し、約９割の世帯が共同住

宅に居住しています。 
 

居住形態の変遷 

 
出典：総務省統計局「国勢調査」 

出典：「港区基本計画改定に向けた区民意識調査報告書」(令

和５(2023)年６月) 
 

都市機能更新や土地利用転換の進展  

虎ノ門や新橋など都市機能が集積する拠点のあ

る区北部や、令和２(2020)年に開業したＪＲ高輪

ゲートウェイ駅周辺などのまちづくりに代表さ

れるように、大規模なまちづくりが多く進められ

ています。 

 

 
 

50.0 36.4% 8.1
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令和2年度

（144,665世帯）

平成27年度

（128,752世帯）

平成22年度

（108,460世帯）

平成17年度

（100,479世帯）

平成12年度

（77,576世帯）

居住形態の変遷

一戸建 長屋建 共同住宅 その他

基本政策名 基本政策名を記載しています。

政策名 政策名を記載しています。

政策のめざす方向性
各政策においてめざす方向性を記載しています。

成果指標
政策により達成をめざす
成果の指標と数値目標を
記載しています。
成果指標は政策の効果を
検証する政策評価(※)で
活用しています。

【指標設定の考え方】
区民意識調査において、
その政策に対する区民の
満足度(「満足」と「まあ
満足」を足した数値)を指
標として設定しています。

【目標設定の考え方】
平成29(2017)年及び令和
元(2019)年に実施した区
民世論調査における各政
策の満足度の傾向を分析
して計画目標値を設定し
ました。令和５(2023)年
度改定では、中間目標値
を達成した政策の計画目
標値を上方修正しました。
なお、区民意識調査を実
施する令和４(2022)、７
(2025)年度を中間目標と
しています。

SDGsのゴールとの関係
関連するSDGsのゴールを
一覧表示しています。

港区の現状
政策に関わる港区の現状
についてのトピックをグ
ラフや写真等とともに記
載しています。

政策体系

※政策評価について
政策評価は、港区基本計画を着実に推進していくため、社会経済情勢や区民ニーズを踏まえ、現在取り組んでいる政
策や施策の効果を３年ごとに検証する仕組みのことです。重点的・優先的に取り組むべき政策や施策の方向性を確認
し、効果的な行政サービスの展開につなげることを目的とし、評価結果は港区基本計画の策定・改定に反映します。

改定のポイント
令和５(2023)年度改定で変更した点を
記載しています。

76



 

 

 

 

 

 

  

政策体系 

 

政策(1) 多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる 

施策① まちの将来像の実現 

【主な取組】 

１ まちの将来像の実現に向けた取組の推進 

２ まちづくりガイドラインなどの策定と運用 

３ 地域特性に応じた土地利用の誘導 

４ 都市計画制度の適切な運用による持続可能なまちづくりの実現 提言反映 

 

施策② 地域主体のまちづくりの推進 

【主な取組】 

１ 「港区まちづくり条例」に基づく区民主体のまちづくりの支援 拡充 

２ エリアマネジメントの推進 新規・提言反映 

３ 多様な主体との協働による公共施設の維持管理・運営の推進 

 

施策③ 事業者の環境への配慮とまちづくりへの貢献 

【主な取組】 

１ 実効性のある環境アセスメントの推進  

２ 生活に便利な施設などの設置の協力要請 提言反映 

３ 良好なコミュニティ形成への協力要請 

４ 地域に貢献する良質なプロジェクトの誘導 

 

施策④ 地域特性を生かした魅力のある街並み景観の形成 

【主な取組】 

１ 事前協議制度を活用した景観誘導 提言反映 

２ 歴史的景観の保全 

３ 景観に関する啓発事業や表彰制度の活用 拡充・提言反映 

４ 道路景観・環境の向上 

５ 運河に架かる橋りょうと水辺のライトアップ 提言反映 
 

施策⑤ 快適な都心居住の実現 

【主な取組】 

１ 区民向け住宅の供給及び有効活用 計画事業・重点課題６ 

２ 住宅関連情報の提供 

３ 分譲マンション管理組合などへの支援 拡充 

４ 中堅所得者向け住宅の活用による住宅セーフティネットの構築 

５ 良好な住宅市場の形成への誘導 拡充 

６ 老朽化マンションの建替えの支援 

 

施策⑥ 誰にでもやさしいバリアフリーのまちづくり 

【主な取組】 

１ バリアフリー化の計画的な推進 

２ 公共交通機関、駅周辺のバリアフリー化の促進 提言反映 

３ 駅のバリアフリー化の促進 拡充 

４ 誰もが歩きやすい歩行環境の形成 新規・提言反映 

５ 「心のバリアフリー」の推進 新規・提言反映 

くる 

る  

を進め

な居住

る都市

け住宅

な都心

的に関

る取組

ます。  

 
８ 
度末 

% 

ている世帯戸数が、平成

)年

割の世帯が共同住

 
00%

います。

ます。

政策体系 政策に位置付けられる施策と主な取組の体系を示しています。

施策名
政策に位置付けられる
施策名を記載していま
す。この後のページで、
施策ごとに、見開き２
ページで詳しく紹介し
ます。

主な取組
施策に位置付けられる
主な取組を記載してい
ます。

計画事業
主な取組のうち、区の
重点課題に対応する
「計画事業」を四角囲
みで表記しています。

計画事業については、
「第３部 実施計画
(計画事業)」において、
事業ごとに内容・活動
指標・年次計画・事業
費を詳しく掲載してい
ます。

政策評価は、港区基本計画を着実に推進していくため、社会経済情勢や区民ニーズを踏まえ、現在取り組んでいる政
策や施策の効果を３年ごとに検証する仕組みのことです。重点的・優先的に取り組むべき政策や施策の方向性を確認
し、効果的な行政サービスの展開につなげることを目的とし、評価結果は港区基本計画の策定・改定に反映します。
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施策ページの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《政策 2》 世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する 

施策① 安全で安心に移動できる道路の整備 

目標・期待する成果 
 
都市防災機能の強化や安全・安心で快適な歩行空間の創出など

を図るため、電線類地中化を推進するとともに、緑のネットワ

ークの整備やバリアフリーに配慮した、誰もが安全で安心に移

動できる道路の整備を推進します。  

安全で円滑な道路交通を確保するとともに災害時の避難路を確

保するため、橋りょうの架替え工事や耐震補強工事を計画的に

推進します。  

■ＳＤＧｓのゴールとの関係 

    

改定のポイント 
 
歩道の整備に合わせ、歩道有効幅員が確保できる道路においては、日陰を確保できる街路樹を設置し、緑

のネットワークを通じて、みなとタウンフォーラムの提言である歩きたくなる散歩道の整備を推進してい

きます。  

成果指標 
 

成果指標名 

前期の成果 計画目標値 

区分 
当初 中間(見込) 最終 

令和２ 
(2020)年度 

令和５ 
(2023)年度 

達成 
状況 

令和８ 
(2026)年度末 

区道における電線類地中化率※ 
目標 ― 23.6% 

未達成 23.7% 
実績 23.0% 23.1% 

橋りょうの架替え及び改良(耐震補強)工
事の整備率 

目標 ― 87.0% 
未達成 93.5% 

実績 80.6% 80.6% 

※ 補助７号線(桜田通り区間)及び白金台一丁目の２区間が令和５(2023)年８月時点で最終目標値である令和８(2026)年度に完了しないことが

判明したため、計画目標値を下方修正しました。 

現状と課題 
 

誰もが安全で安心に移動できる道路の整備 
 
○ 道路整備においては、電線類の地中化や道路緑化、自転車通行空間の充実を図るとともに、安全で安

心に移動できる快適な歩行空間を確保するため、バリアフリー化を推進する必要があります。特に、

電線類の地中化は、震災等による電柱の倒壊や電線の切断により、区民の避難や緊急車両の通行等の

妨げとなり得るため、積極的に進めていく必要があります。 

○ 地域特性を踏まえた道路とするため、区民の参画を得ながら、緑のネットワークやバリアフリーに配

慮した整備を進める必要があります。 
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電線類地中化率

橋りょうの架替及び

改良（耐震補強）工事

の整備率

令和５年度 令和８年度

( %)

政策 政策名を記載しています。

施策 施策名を記載しています。

目標・期待する成果
施策の目標・期待する成果
を記載しています。

ＳＤＧｓのゴールとの関係
関連するＳＤＧｓのゴール
を一覧表示しています。

成果指標
施策により達成をめざす
成果の指標と数値目標を
記載しています。

【指標設定の考え方】
施策の成果を的確に示す
指標を設定できる場合は
１つ、それが難しい場合
には施策を構成する代表
的な取組の成果の指標を
２つ設定することとして
います。

【目標設定の考え方】
原則として、①過去の数
値の趨勢、②他都市との
比較や平均、③国・都の
目標値、④区の方針等の
目標値に基づき設定して
います。

現状と課題
施策に関わる港区の現状
についてのトピックをグ
ラフや写真等とともに記
載しています。

改定のポイント
令和５(2023)年度改定で
変更した点を記載してい
ます。
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主な取組 

１ 都市計画道路の整備  拡充 計画事業・重点課題２ 

都市計画道路の整備は、都市計画決定に基づき、安全で快適な歩行空間の確保、円滑な交通の流れ、緑の

ネットワークづくり、景観形成、防災機能の向上など、多面的な効果を目的として行っています。都市計

画道路補助第７号線などの整備によって都市機能の集積を進めるとともに、災害時における避難場所への

アクセス性向上や歩行者の安全な通行空間の拡充など、地域の防災上、重要な機能を確保していきます。  

２ 歩道の整備  拡充・提言反映 計画事業・重点課題５ 

自動車と歩行者の通行空間を分離し、歩行者の安全を確保するとともに、防災機能の向上やバリアフリー

に配慮した、誰もが安全で安心に移動できるゆとりある歩道の整備や、日陰を確保できる街路樹を配置し

て、緑のネットワークを整備していきます。また、整備に当たっては自転車の通行空間についても検討

し、整備を推進していきます。  

３ 電線類地中化の推進  拡充・提言反映 計画事業・重点課題２ 

「港区無電柱化推進計画」に基づき、都市防災機能の強化や安全・安心で快適な歩行空間の創出、美しい

街並み景観の形成などを図るため、電線類地中化を優先的に取り組む地域や路線を示し、計画的に推進し

ます。また、地上機器の小型化や工期を縮減する方式などの新技術を活用し、電線類の地中化を推進しま

す。  

４ 歩車共存道路の整備 計画事業・重点課題５ 

道路幅員が狭く歩道の整備が困難な区民の日常生活に密着した道路において、その道路を通過する自動車

の交通量や速度を抑制し、歩行者優先の安全で安心な通行空間の確保と交通事故防止のための整備を行い

ます。整備に当たっては歩行者の通行帯のカラー化などを行い、視覚的に歩行者優先の通行空間を創出

し、歩行者と自動車などとの共存化を図ります。  

５ 橋りょうの計画的な整備 計画事業・重点課題２ 

安全で円滑な道路交通を確保するとともに災害時の避難路を確保するため、橋りょうの架替え工事や耐震

補強工事を計画的に行います。橋りょうの架替えに当たっては、周辺の景観と調和したデザインとなるよ

う配慮した上で、整備を行います。  

６ 自転車通行空間整備の推進 計画事業・重点課題４ 

誰もが安全・安心で快適に道路を利用できるよう、「港区自転車通行空間整備計画」に基づき自転車利用

環境の整備を推進します。整備に当たっては、所轄警察署や国道、都道の管理者等と連携し、自転車専用

通行帯や自転車ナビマーク等により、歩行者・自転車・自動車を分離した自転車通行空間を整備します。  

７ 子育て送迎ルート整備の推進 新規 計画事業・重点課題３ 

子どもを乗せた自転車の安全な通行を支援するとともに、歩行者や自転車に対して子育て施設につながる

道路としての認識を促し、道路を通行する全ての人が気付き、理解できるよう、「港区自転車通行空間整

備計画」に基づき子育て送迎ルートの整備を推進します。  

８ 安心して移動できる道路の情報発信の推進 新規・提言反映 

区道の破損等について、事前にスマートフォン等にインストールされたアプリケーションを通じて区民か

ら陳情を受けるシステムを導入しています。 今後は、庁有車等に専用スマートフォンを搭載し、走行時の

記録映像を基に道路の損傷状況についてＡＩで検出するシステムの導入を検討していきます。  

港区ならではの先進性・独自性 
 
港区には、区立、私立の保育園や幼稚園など、多くの子育て施設が立地しています。子どもを乗せた自転

車を使って通園する保護者の安全な通行を支援するとともに、同じ道路を通行する歩行者と自転車との区

別を図るため、子育て送迎ルートを整備します。 

関連計画等 

港区まちづくりマスタープラン １、港区バリアフリー基本構想 ２ ４ 、港区無電柱化推進計画 ３、 

港区自転車交通環境整備計画 ６ ７、港区自転車通行空間整備計画 ６ ７ 
 

主な取組 施策に位置付けられる主な取組ごとに概要を記載しています。

計画事業
主な取組のうち、区の
重点課題に対応する
「計画事業」を四角囲
みで表記しています。

計画事業については、
「第３部 実施計画(計
画事業)」において、事
業ごとに内容・活動指
標・年次計画・事業費
を詳しく掲載していま
す。

関連計画
取組に関連する区の個
別計画等を記載してい
ます。

※表記している計画名称は、
令和６(2024)年４月１日時点
のものを示しており、改定・
策定予定のもの含まれていま
す。

港区ならではの先進
性・独自性
区の特長的な取組のポ
イントを示しています。
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